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参考資料                       

（１）天沼地区地区計画 

（２）樹木区分 一覧 

（３）平塚市景観ガイドライン、平塚市公共施設景観ガイドライン（抜粋） 

（４）平塚市景観形成基準（平塚市景観計画より抜粋） 

●ガイドラインの文章表現（語尾の記述）について 

「配慮」…記載事項を検討し、事業に反映するよう努力する場合に使います。 

「つとめる」…すぐに目標の達成はできなくても、継続して取り組む場合に使います。 

 


